
し
ま
す
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４　

23
局
０
１
８
０

　

福
祉
給
付
金
の
支
払
証
明
書
を
お
持
ち

の
老
人
医
療
受
給
者
（
田
原
・
赤
羽
根
地

区
は
受
給
者
番
号
が
２
で
始
ま
る
方
、
渥

美
地
区
は
受
給
者
番
号
が
68
で
始
ま
る

方
）、
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
、
障
害

者
医
療
費
受
給
者
証
、
母
子
家
庭
等
医
療

費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
は
、
市
役
所

保
険
年
金
課
ま
た
は
赤
羽
根
・
渥
美
支
所

の
市
民
生
活
課
で
、
福
祉
給
付
金
の
申
請

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
老
人
保
健
医
療
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
福
祉
給
付
金
の
申
請
を
行
う
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
必
要
な
書
類
＝
福
祉
給
付
金
支
払
証
明

書
（
オ
レ
ン
ジ
色
）
ま
た
は
入
院
時
の
医

療
機
関
の
領
収
書
、
印
鑑
、
振
込
先
の
わ

か
る
も
の
（
郵
便
局
以
外
の
通
帳
な
ど
）

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４　

23
局
０
１
８
０

　

こ
の
た
び
、「
高
齢
者
医
療
制
度
」
に

つ
い
て
、
次
の

と
お
り
実
施
さ

れ
ま
す
の
で
、

そ
の
内
容
を
お

し
ら
せ
し
ま
す
。

❶
70
歳
〜
74
歳
の
方※１の
窓
口
負
担
に
つ
い
て

　

制
度
改
正
に
よ
り
、
平
成
20
年
４
月
か

ら
２
割
負
担
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20
年
4
月
か
ら
平

成
21
年
３
月
ま
で
の
１
年
間
、
１
割
負
担

に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
の
負
担
割
合
が
、『
２
割
（
平
成

20
年
３
月
31
日
ま
で
は
１
割
）』
の
方
に

は
、
３
月
に
新
た
な
受
給
者
証
を
送
付
し

ま
す
。

（
※
１
）
…
す
で
に
３
割
負
担
と
な
っ
て

い
る
方
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

象
と
な
る
一
定
の
障
害
認
定
を
受
け
た

方
は
除
き
ま
す
。　
　

▼
保
険
年
金
課（
国
保
年
金
係
）

☎
23
局
２
１
４
９　

23
局
０
１
８
０

❷
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
新
た
に
保
険
料

を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
方（
被
用
者
保
険
の

被
扶
養
者
）の
保
険
料
に
つ
い
て

　

制
度
改
正
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
日
の
属

す
る
月
か
ら
２
年
間
、
被
保
険
者
均
等
割

を
５
割
軽
減
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の

６
か
月
間
は
無
料
と
な
り
、
平
成
20
年
10

月
か
ら
平
成
21
年
３
月
ま
で
の
６
か
月
間

は
、
９
割
軽
減
さ
れ
た
額
と
な
り
ま
す
。

▼
対
象
＝
75
歳
以
上
の
方※１
で
、
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に
な
る
日
の
前
日

（
平
成
20
年
３
月
31
日
ま
た
は
75
歳
の
誕

生
日
の
前
日
）
に
「
被
用
者
保
険※２の
被
扶

養
者
」
に
な
っ
て
い
る
方

（
※
１
）
…
65
歳
〜
74
歳
で
一
定
の
障
害

認
定
を
受
け
た
方
を
含
み
ま
す
。

（
※
２
）
…
政
府
管
掌
健
康
保
険
や
、
企

業
の
健
康
保
険
、
公
務
員
の
共
済
組
合

な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」

の
健
康
保
険
で
あ
り
、
国
民
健
康
保
険

は
該
当
し
ま
せ
ん
。

　

な
お
、こ
れ
ら
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

今
後
正
式
に
内
容
が
確
定
し
た
段
階
で
、

あ
ら
た
め
て
お
し
ら
せ
し
ま
す
。

▼
保
険
年
金
課（
医
療
係
）

☎
23
局
３
５
１
４　

23
局
０
１
８
０

　

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
、「
乳
幼
児

医
療
費
支
給
制
度
」が「
子
ど
も
医
療
費
支

給
制
度
」に
変
更
さ
れ
、
医
療
費
無
料
化
の

対
象
者
が｢

小
学
校
入
学
前
ま
で｣

か
ら

｢

中
学
校
卒
業
ま
で｣

に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

新
た
に
対
象
と
な
る
小
中
学
生
に
つ
い

て
は
、保
護
者
に
よ
る
申
請
が
必
要
で
す
。

（
現
在
母
子
家
庭
等
医
療
、
障
害
者
医
療

を
受
給
し
て
い
る
方
は
手
続
き
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。）

　

在
学
中
の
方
に
は
、
各
学
校
を
通
じ
て

申
請
書
が
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
申
請
書

と
保
険
証
の
コ
ピ
ー
を
返
信
用
封
筒
に
封

入
し
、
１
月
中
に
ポ
ス
ト
へ
投
函
し
て
く

だ
さ
い
。

　

新
し
い
受
給
者
証
は
、
３
月
末
に
郵
送
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高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し

１
月
は
福
祉
給
付
金
の

申
請
月
で
す

　平成20年度および平成21年度の
２か年度に、田原市が発注する建設
工事などの入札に参加を希望され
る業者の方の定時申請が始まりま
す。

▼受付期間
１月４日（金）～２月１５日（金）

　今回の定時申請から、インターネ
ットを利用した電子申請による登
録となりますので、ＩＣカード登録
などの準備をお願いします。
　申請方法などに関する詳細およ
び確認については、田原市のホーム
ページをご覧ください。

▼財政課
☎２３局３５０５ 　 ２３局０１８０
　 http://www.city.tahara.aichi.jp/city/
nyusatsu/

子
ど
も
医
療
費
支
給
制
度

入札参加資格の
　定時申請が始まります


